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１．概要 

  リサイクル燃料備蓄センターにおける設工認対象設備（構築物，系統及び機器（設備））

の抽出する手順の考え方について，設工認対象設備の抽出に関する詳細な手順及び過程，

技術基準規則の条文適合性，施設と条文の関連程度が分かるよう資料に記載する。 

 

 

２．目的 

  設工認対象設備の抽出の目的は，事業許可及び技術基準規則に適合し，設工認対象設

備として構築物，系統及び機器（設備）を漏れなく抽出することである。 

  以下の手順を行うことにより，設工認対象設備が確実に抽出されていることを示すも

のである。 

  なお，本補足説明資料は，設工認申請書 添付書類３ 「第 3-1 表 施設と条文の対

比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）」の網羅性を補足す

るものであり，設工認対象設備の抽出手順を示し，事業許可，技術基準規則との適合性

を示すものである。 

 

 

３．要求事項 

  設工認対象設備として記載する設備の要求事項は以下のとおりであり，対象となる構

築物，系統及び機器（設備）を設工認に記載するものとする。 

 (1) 技術基準規則に適合させるために必要な構築物，系統及び機器（設備）。 

 (2) 事業基準規則，事業許可に整合させるための構築物，系統及び機器（設備）。 

   （事業許可本文，添付六の主要仕様に記載設備，必要に応じて添付六，七，八） 

 (3) 設工認対象設備の抽出では，上記要求事項の構築物，系統及び機器（設備）を対象

とする。また，津波等による本設設備故障時に使用する代替計測用計測器も対象と

する。代替計測用計測器の詳細については別途補足説明を行う。 

 

  なお，構築物，系統及び機器（設備）の記載について先行事業者の記載方法を参考に

して記載する。 

 

 

４．設工認対象設備の抽出方法 

４．１ 設備図書からの抽出（別冊資料１） 

  設工認対象設備の抽出を「３．要求事項」の内容に従い，以下の手順にて実施し，設

工認対象設備として抽出漏れがないように適切に実施する。 

 (1) 構築物，系統及び機器（設備）を記載している設備図書（P&ID，系統図，フロー図，

単線結線図）を用意する。前記設備図書に記載がない構築物，系統及び機器（設備）

においては構内配置図，機器配置図，構造図の設備図書又は事業許可を用意する。 
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 (2) 設備図書を確認し，その施設及び系統の機能を担う構築物，系統及び機器（設備）

の色塗りを実施し，抽出漏れがないことを確認する。なお，必要に応じて現場確認

を行う。 

 (3) 色塗りを実施した設備図書記載の構築物，系統及び機器（設備）について，主要設

備リスト(添付資料－１)（別途提出）に記載する。ただし，基本的安全機能，安全

機能として直接要求のない設工認対象外の構築物，系統及び機器（設備）は，主要

設備リストに設工認対象外の旨を記載する。 

 

４．２ 事業許可との整合性からの抽出（別冊資料３） 

  抽出した構築物，系統及び機器（設備）を記載している主要設備リストと事業許可本

文及び添付六の主要仕様と比較し，事業許可からの抽出漏れがないことを確認する。具

体的には，事業許可本文と添付六の主要仕様の記載箇所の色塗りを行い，主要設備リス

トに記載されていることを確認する。 

（別冊資料３ 使用済燃料貯蔵設備本体を代表して事業許可の色塗及び主要設備リ

ストを添付） 

 

４．３ 技術基準規則の適合性（機能要求）からの抽出（別冊資料２） 

  設工認対象設備の抽出にあたり技術基準規則に適合し，技術基準規則の機能要求にお

いて主たる機能（事項）の抽出漏れがないように具体的な抽出手順を以下のとおりとし，

抽出結果を様式－２改にまとめる。 

 (1) 技術基準規則の各条文にて要求している機能を抽出する。 

 (2) 抽出した技術基準規則の各条文の機能要求に対して必要な構築物，系統及び機器（設

備）を抽出する。 

 (3) 様式－２改に技術基準規則の各条文の必要な機能，必要な機能に該当する構築物，

系統及び機器（設備），さらに備考欄に各条文の必要な機能に該当する場合の理由を

整理して記載し，技術基準規則の各条文の必要な機能，構築物，系統及び機器（設

備）が技術基準規則に適合していることを示す。 
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 ４．４ 設工認対象設備の抽出の考え方 

  設工認対象設備の抽出にあたり４．２事業許可との整合からの抽出，４．３技術基準

規則の適合性(機能要求)からの抽出を基に以下の考えにより，設工認対象設備の記載範

囲とする。 

当社使用済燃料貯蔵施設の設工認対象設備の記載範囲は，事業許可の記載，技術基準

規則の要求に従うとともに「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」

（以下 「手続きガイド」という。）を参考にし，設工認対象設備の抽出の以下の考え方

のとおり実施する。 

(1) 設工認対象設備として記載すべき設備 

 以下の a.，b.のいずれかに該当する設備は設工認対象設備とし，設工認対象設

備の記載の範囲を c.に記載する。 

a. 技術基準規則の要求があり，基本的安全機能及び安全機能の要求がある構築物，

系統及び機器（設備） 

b. 事業許可本文及び添付六の主要仕様に記載がある構築物，系統及び機器（設備） 

c. 上記 a.，b.の要求事項の主たる機能を果たす範囲に限定する。 

主たる機能を果たす範囲とは，構築物，系統及び機器（設備）において，技

術基準規則の要求している機能，事業許可に記載している機能を満たすための

機器（設備）の範囲である。 

一般的な系統で例えれば，ポンプ，圧縮機，熱交換器，主配管を主たる機能

を果たす範囲であるが，一方でドレン配管，バイパスライン，ミニマムフロー

ライン，計器は系統として必要であるが，主たる機能の果たすものでないため

範囲外の機器（設備）と考えている。 

 

(2) 設工認対象設備として記載しない設備 

 上記(1)a.，b.のいずれにも該当せず，以下の a.，b．に該当する設備であって，

c.主たる機能を果たす範囲以外の設備を設工認対象外の設備とする。 

また，設工認対象外設備とする理由及び具体例を c1.～c5.に記載する。 

a. 技術基準規則の要求がなく，基本的安全機能及び安全機能の要求がない構築物，

系統及び機器（設備） 

例：事務建屋，出入管理建屋，受変電建屋，備品管理建屋，雑用水系統，シン

ク，ドレンサンプ，加湿器 

b. 事業許可本文及び添付六の主要仕様に記載がない構築物，系統及び機器（設備） 

例：事務建屋，出入管理建屋，受変電建屋，備品管理建屋，雑用水系統，シン

ク，ドレンサンプ，加湿器 

c. (1)a.，b.の要求事項の主たる機能を果たす範囲以外の構築物，系統及び機器（設

備）とし，具体例を以下の c1.～c5.に記載する。 

c1.基本的安全機能を監視する計測設備以外の計測設備及び放射線監視設備以外の 

計測設備 

例：圧縮空気供給設備の計器類 
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c2.主配管から分岐したドレン配管，ベント配管，計装配管及び管接手 

当施設の配管関係は放射性物質を内包しない重要度が低い設備のため手続きガ

イドを参考にし，管接手は記載しない。 

c3.パッケージ品の付属機器等（機器付きの小機器及び制御盤） 

例：空気圧縮機制御盤，除湿装置制御盤，空気圧縮機付属の冷却器及び安全 

弁，装置内弁 

c4.更なる信頼性向上の観点から設置する設備 

燃料貯蔵規則，許可基準規則及び技術基準規則の要求がなく，更なる信頼性の

向上の観点から事業者が自主的に設置する設備。 

例：受入れ区域架構鉄骨緩衝材，予備緊急時対策所，据置発電機，漏えい検知 

器 

c5.常備の仮設設備，治工具 

 例：緩衝体仮置架台，金属キャスク上部アクセス足場，スリング，治具，工具 

 

５．抽出した構築物，系統及び機器（設備）の条文適合の整理 

  設工認対象設備として抽出した構築物，系統及び機器（設備）が技術基準規則の各条

文の要求事項に該当するかどうかを以下の手順にて確認し，記載する。 

(1)主要設備リストに抽出した設工認対象設備を「施設と条文の対比一覧表」の縦軸に

記載する。 

(2)「施設と条文の対比一覧表」の横軸に技術基準規則の各条文を記載し，各条文の要

求事項との関係性が分かるように以下の凡例による記号を記載する。 

(3)さらに，「施設と条文の対比一覧表」の横軸に関連項目（申請回，既設／新設，耐震

クラス，機器グループ，一般産業用工業品）を記載し，各設備が各関連項目の分類

に該当するかを記載する。 

  今回抽出を行い，修正を行った，設工認申請書 添付書類３ 「第 3-1 表 施設と条

文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）」を添付資料

－２に示す。 

 

記号 凡例 

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの 

〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの 

〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの 

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの 

△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊ 

□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備 

－：当該条項の要求事項に該当しない 

 

注記 ＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。 
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６．施設と条文の対比一覧表に記載の記号説明 

「施設と条文の対比一覧表」において整理した関連程度の理由を，機器ごとに別冊資

料４にまとめた。なお，記号（◎，〇1，〇2，△など）は上記５．と同じである。 

 

以 上 



 
 

 

 

 
 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊資料 関連図 

 

 

  

設備図書 
（P&ID，系統図，フロー図，単線

結線図等） 

様式－２改改 

事業許可申請書 

別冊資料１ 

別冊資料２ 別冊資料３ 

 

施設と条文の対比一覧表 
（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に

係る整理） 
 

添付資料－2 

主要設備リスト 
（抽出設備，重要度分類（機器グルー

プ）選定） 

適用要否の考え方 

別冊資料４ 

添付資料－１ 
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別冊資料リスト 

 

 １．主要設備リスト及び色塗図（P&ID，系統図，フロー図，単線結線図等） 

   設備面からの確認として設備図書の色塗りを行い，主たる機能を有する構築物，系

統及び機器（設備）の抽出を行う。 

   (1) 使用済燃料貯蔵設備本体 

   (2) 使用済燃料の受入施設 

   (3) 計測制御系統施設 

   (4) 放射性廃棄物の廃棄施設 

   (5) 放射線管理施設 

   (6) その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

    (6)－1 使用済燃料貯蔵建屋 

    (6)－2 電気設備 

    (6)－3 通信連絡設備等 

    (6)－4 消防用設備  

    (6)－5 人の不法な侵入等防止設備 

 

 ２．技術基準規則の機能要求（様式－２改 設備リスト） 

   技術基準規則条文の確認として，技術基準規則の条文ごとの機能要求を明らかにし，

施設に必要な構築物，系統及び機器（設備）を漏れなく抽出する。 

   (1）様式－２改 設備リスト 

 

 ３．事業許可との整合確認 

   事業許可本文及び添付六の主要仕様に記載している設備・機器について，色塗りを

実施し，主要設備リストに記載されていることを確認し，事業許可との整合性を確認

した結果を示す。 

   なお，使用済燃料貯蔵設備本体の主要設備リストと事業許可の色塗図を代表して添

付し，その他の施設については，色塗図は添付せず，主要設備リストのみを添付する。 

   (1) 使用済燃料貯蔵設備本体 

   (2) 使用済燃料の受入施設 

   (3) 計測制御系統施設 

   (4) 放射性廃棄物の廃棄施設 

   (5) 放射線管理施設 

   (6) その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

    (6)－1 使用済燃料貯蔵建屋 

    (6)－2 電気設備 

    (6)－3 通信連絡設備等 

    (6)－4 消防用設備  

    (6)－5 人の不法な侵入等防止設備 
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 ４．設工認対象設備ごとの記号の説明 

   施設と条文の対比一覧表に記載している記号について設工認対象設備ごとに記号の

理由を示す。 

   設工認対象設備は以下の施設に分類し記載する。 

   (1) 使用済燃料貯蔵設備本体 

   (2) 使用済燃料の受入施設 

   (3) 計測制御系統施設 

   (4) 放射性廃棄物の廃棄施設 

   (5) 放射線管理施設 

   (6) その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

    (6)－1 使用済燃料貯蔵建屋 

    (6)－2 電気設備 

    (6)－3 通信連絡設備等 

    (6)－4 消防用設備  

    (6)－5 人の不法な侵入等防止設備 

    (6)－6 受入れ区域架構鉄骨緩衝材 

    (6)－7 予備緊急時対策所・資機材保管庫 
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4 5 6 8 10 16 20 23

No. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

1 2 既設 S ① － － － ◎ － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － ◎ － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － －

2 2 既設 S ②-1 － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － － － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3 2 既設
B

(SS)
②-1 － － － － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4 2 既設
B

(SS)
②-1 － － － － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6-2 2 既設 － ②-2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-2 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-3 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-4 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-5 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-6 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-7 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-8 2 既設 C ③ － － － － △ △ － － － － － － － － － － － － － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

9 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

10 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-2 2 既設
（取替）

C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-3 2 新設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-4 2 新設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-5 2 新設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

12 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

13 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － 〇2 〇2 － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇2 － － － － － － － － － － －

14-1 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

14-2 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

15-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － － － － － －

15-2 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － － － － － －

16-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-2 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-3 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-4 2 既設 C ③ － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-5 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-6 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-7 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-8 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-9 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-
10

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-
11

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

ステンレス製等の容器
・漂流防止金具は基本設計
方針，添付書類に記載。

電離箱サーベイメータ
（代替計測にも使用）

シンチレーションサーベイメータ
（代替計測にも使用）

中性子線用サーベイメータ
（代替計測にも使用）

ガスモニタ

GM管サーベイメータ
放

射

線

サ
ー

ベ

イ

機

器

※1

※1，※2

空気圧縮機の冷却源として，
基本設計方針に記載。
※1，※3

※2

※2

※2

※2

周

辺

監

視

区

域

境

界

付

近

固

定

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

※1

※2

※2

・放射性液体廃棄物の著しい
漏えいはないことから，さらな
る信頼性向上の観点から設
置する設備とする。

冷却水系統

※1

※1

中性子線エリアモニタ

モニタリングポスト
（ガンマ線モニタ（低レンジ））

モニタリングポスト
（ガンマ線モニタ（高レンジ））

モニタリングポスト
（中性子線モニタ）

モニタリングポイント ※3

出入管理設備
（入退域管理装置）

個人管理用測定設備
（個人線量計）

・事業許可基準規則の要求に
基づき設ける。
※1

・事業許可基準規則の要求に
基づき設ける。
※1

放

射

線

監

視

設

備

※2

※1エ

リ

ア

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

ガンマ線エリアモニタ

※2

ドラム缶

表示・警報装置

※1

・漂流防止金具は基本設計
方針，添付書類に記載。

３項 ２項

津波

換気設備

１項
５号

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。
※2

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。
※2

たて起こし架台

衝撃吸収材

空気圧縮機

空気貯槽

空気除湿装置

主配管

・圧力検出器（蓋間圧力の代替
計測用）

・非接触式可搬型温度計（表面
温度の代替計測用）

・温度検出器（給排気温度の代
替計測用）

安全弁

※1

※1

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。
※2

※1

除湿装置　前置フィルタ

除湿装置　後置フィルタ

※1

２項
１項
１号

9 22

外部衝撃 閉じ込め

２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
３号 １項

５号

15
機能等

11 12 13 19 21

火災 安全機能 材料構造
搬送設備
受入設備

計測制御系統施設 放射線管理施設 遮蔽

１項１項 ２項 ３項
１項
１号

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの
〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの
〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの

２項

申請
回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

１項
２号

１項
３号

１項
４号

※1

１項 ２項
１項
１号

１項
２号

１項 ２項 ３項

※1

　　　　　　　備　考

※1　貯蔵建屋に設置さ
れる施設，設備（貯蔵建
屋を介して地盤に支持さ
れる）

※2　貯蔵建屋以外の建
屋に設置される施設，設
備（貯蔵建屋以外の建屋
を介して地盤に支持され
る）

※3　直接地盤に設置さ
れる施設，設備

通信連絡設備等

１項
３号

24

予備
電源

一

般

産

業

用

工

業

品

（
製

品

）

使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

汚染
の防
止

廃止措置
中の施設

維持

17 18

臨界 地盤

3

１項
４号

搬送台車

検査架台

た

て

起

こ

し

架

台

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

金属キャスク

仮置架台

※1

機器・設備

１項
４号

不法
侵入

14

１項

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

本

体

２項

受入れ区域天井クレーン

１項 ２項

１項
３号

２項
１項
１号

１項
２号

除熱
１項
１号

１項
２号

１項
３号

廃棄施設地震

１項

使

用

済

燃

料

の

受

入

施

設

使

用

済

燃

料

の

搬

送

設

備

及

び

受

入

設

備

圧

縮

空

気

供

給

設

備

第3－1表　施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの
△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊
□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備

－：当該条項の要求事項に該当しない
＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。

放

射

線

管

理

施

設

代

替

計

測

用

計

測

器

廃

棄

物

密

封

容

器

放

射

性

廃

棄

物

の

廃

棄

施

設

計

測

設

備

表面温度検出器

給排気温度検出器

漏えい検知器

廃棄物貯蔵室

蓋間圧力検出器

計

測

制

御

系

統

施

設

貯蔵架台

特殊な
設計

既設
／

新設

機

器

グ

ル
ー

プ

7耐

震

ク

ラ

ス

※1

 

注：要目表に記載しない機器グループ③は背景を水色とする。
　　 さらなる信頼性向上の観点から設置する設備は背景を灰色にする。
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4 5 6 8 10 16 20 23

No. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

３項 ２項

津波

換気設備

１項
５号

２項
１項
１号

9 22

外部衝撃 閉じ込め

２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
３号 １項

５号

15
機能等

11 12 13 19 21

火災 安全機能 材料構造
搬送設備
受入設備

計測制御系統施設 放射線管理施設 遮蔽

１項１項 ２項 ３項
１項
１号

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの
〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの
〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの

２項

申請
回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項 ２項
１項
１号

１項
２号

１項 ２項 ３項

　　　　　　　備　考

※1　貯蔵建屋に設置さ
れる施設，設備（貯蔵建
屋を介して地盤に支持さ
れる）

※2　貯蔵建屋以外の建
屋に設置される施設，設
備（貯蔵建屋以外の建屋
を介して地盤に支持され
る）

※3　直接地盤に設置さ
れる施設，設備

通信連絡設備等

１項
３号

24

予備
電源

一

般

産

業

用

工

業

品

（
製

品

）

使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

汚染
の防
止

廃止措置
中の施設

維持

17 18

臨界 地盤

3

１項
４号

機器・設備

１項
４号

不法
侵入

14

１項２項 １項 ２項

１項
３号

２項
１項
１号

１項
２号

除熱
１項
１号

１項
２号

１項
３号

廃棄施設地震

１項

第3－1表　施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの
△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊
□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備

－：当該条項の要求事項に該当しない
＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。

特殊な
設計

既設
／

新設

機

器

グ

ル
ー

プ

7耐

震

ク

ラ

ス

17-1 2 既設
B

(SS)
① － － － － ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －

17-2 2 既設
B

(SS)
① － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ ◎ － － － － － － － － －

17-3 2 既設
B

(SS)
① － － － － － ○1 ○1 － ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －

18 1 改造 C ③ － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － ○

19 1 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

20 1 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

21 1 既設 C ②-2 － － － － ○2 ○2 － － △ △ － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

22 1 新設 C ②-2 － － － － ○2 ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

23 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ － － － ○

24-1 2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － ○

24-2 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-3 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-4 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-5 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － ○

24-6 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － ○

25 2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-1 通路誘導灯 2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-2 避難口誘導灯 2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-3 保安灯 2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

27 2 既設 C ②-2 － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-1 粉末（ABC）消火器 2 既設 C ②-2 － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-2 大型粉末消火器 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-3 化学泡消火器 2 新設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

29 2 既設 C ②-2 － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-1 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-2 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-3 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-4 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-5 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

31 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

32 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

33 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

34
避

雷

設

備
2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － △ － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

35 2 既設
C，
－

③

36 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

37 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

※3

核物質防護規定側のみの管理となるため，設工認申請では基本設計方針のみの記載とする。

・津波襲来後は非常用のマイ
ク，スピーカーのみ使用可能
※1，※2

※1，※2

・津波襲来前は使用可能，津
波襲来後は設備が水没する
ため使用不可。
※1，※2

※2

放送設備

警報装置

衛星携帯電話

安全避難用扉

避

難

通

路

火

災

感

知

設

備

※1

軽油貯蔵タンク
（地下式）

※1

※1

使

用

済

燃

料

貯

蔵

建

屋

使用済燃料貯蔵建屋

遮蔽ルーバ

遮蔽扉

社内電話設備

無停電電源装置

電源車

共用無停電電源装置

・20条は受入れ区域の適合
性について記載。
※3

電気設備（常用電源設備）
（予備電源から給電が必要な負荷までの
母線を含む電路となる範囲）

※1

※1

そ

の

他

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

の

附

属

施

設

・津波襲来後は予備緊急時
対策所のみ使用可能
※2

電

気

設

備

・単線結線図（6.6kV常用母
線，420V常用母線，210V常
用母線，105V常用母線）を申
請書に添付
・要目表は作成しないが，基
本設計方針にて構成を説明
するとともに，使用済燃料備
蓄センター内の電源構成を添
付の単線結線図に示す
・直流電源装置を含む
※1，※2，※3

据置発電機

※1

・電源車の固縛装置は自然
現象の基本設計方針，添付
書類に記載。
※3

・事業許可で「受変電施設に
設置している無停電電源装
置」と記載している装置
・保安灯用電源（８時間点灯）
※2

誘

導

灯

消

火

器

動力消防ポンプ

防火水槽

防火シャッタ

防火扉

コンクリート壁

棟上導体

光電式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

火災受信機

表示機

予備緊急時対策所・資機材保管庫

受入れ区域架構鉄骨緩衝材
・火災等による損傷の防止に
ついて基本設計方針に記載

・具体的な設備名について
は，核防護上の観点から記載
できない。
※1，※2，※3

・津波浸水範囲外の高台に設
置する旨基本設計方針に記
載

消

防

用

設

備

消

火

設

備

火

災

区

域

構

造

物

及

び

火

災

区

画

構

造

物

※1

通

信

連

絡

設

備

※1，※2

光電式分離型感知器

※1

※1

人の不法な侵入等防止設備

送受話器

加入電話設備

通

信

連

絡

設

備

等

・火災等による損傷の防止に
ついて基本設計方針に記載
（消防用設備）
※3

※1，※3

※1

※1

※3

※1

※1

※1

※2

※1

※1

※1

注：要目表に記載しない機器グループ③は背景を水色とする。
　　 さらなる信頼性向上の観点から設置する設備は背景を灰色にする。
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使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

4 5 6 8 10

廃止措置
中の施設
維持

イ
＊2

ロ
＊2

ハ
＊3 イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

臨界 1 － 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 ○

閉じ込め 2 － 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 ○

3 － 1 金属キャスクの除熱に関する説明書

3 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書

4 － 1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書

4 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書

5 － 1 申請設備に係る耐震設計の基本方針 ○ ○ ○ ○

5 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書 ○ ○ ○

5 － 3 金属キャスクの耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 6 搬送台車の耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 7 波及的影響評価を及ぼすおそれのある施設に関する説明書 ○

5 － 8 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価（その１） ○

5 － 9 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価（その２） ○

津波 6 － 1 津波への配慮に関する説明書 ○

7 － 1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の説明書 ○ ○

7 － 2 竜巻への配慮に関する説明書 ○

7 － 3 火山への配慮に関する説明書 ○

7 － 4 外部火災への配慮に関する説明書 ○ ○

火災及び爆発防止 8 火災及び爆発の防止に関する説明書 ○ ○ ○

安全機能 9 安全機能の健全性維持に関する説明書 ○ ○

材料・構造 10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

搬送設備・受入設備 11 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）に関する説明書 〇 〇

計測制御系統施設 12 計測制御系統施設に関する説明書 ○ 〇 〇

廃棄施設 13 － 1 廃棄物貯蔵室に関する説明書 ○ ○ 〇 〇

14 放射線管理施設に関する説明書 ○ 〇 〇

14 － 1 エリアモニタリング設備に関する説明書

14 － 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書

14 － 3 放射線サーベイ機器に関する説明書 ○

汚染拡大防止 15 汚染の拡大防止に関する説明書 〇 〇

電気設備 16 － 1 電気設備に関する説明書 ○ 〇 〇

通信連絡設備 16 － 2 － 1 通信連絡設備に関する説明書 〇 〇 〇

避難通路 16 － 2 － 2 避難通路等に関する説明書 〇 〇

不法な侵入防止設備 16 － 3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書 ○

換気設備 16 － 4 換気設備に関する説明書

設定根拠 17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 ○

計算機プログラム 18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

地形図 19 － 1 事業所の概要を明示した地形図 〇 〇

配置図 19 － 2 配置図 ○ ○ ○ ○

構造図 19 － 3 構造図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

系統図及び単線結線図 19 － 4 系統図及び単線結線図 ○ ○

＊2：技術基準規則第11条第1項第3号イ項及びロ項：
　　　平常時に発生する放射性廃棄物は無く液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備はないが，搬入した金属キャスクの表面に汚染が確認された場合の汚染拡大防止として床面や壁面の塗装を行うことを，
　　　廃棄物貯蔵室に関する説明書にて説明する。

３項 １項 ２項

１項
１号１項

１号
１項

＊1

２号

１項
３号 １項 ２項

１項
２号

地盤

第3－2表　技術基準規則各条文への適合性を説明する添付書類（1／2）

除熱

＊1：技術基準規則第11条第1項第2号
　　　使用済燃料貯蔵施設では，流体状の使用済燃料によって汚染された物を内包する容器又は管に使用済燃料によって汚染された物を含まない流体を導き接続する管はないことから，第11条第1項第2号を説明する添付書類は無い。

１項 ２項 １項

閉じ込め 火災

放射線管理施設

地震

遮蔽

自然現象

＊3：技術基準規則第11条第1項第3号ハ項
　　　使用済燃料貯蔵施設では，平常時に発生する放射性廃棄物は無く液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備は設置されないことから，第11条第1項第3号ハ項を説明する添付書類は無い。

安全機能 材料構造

14

名称章番号説明項目

3 7

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則

地震

津波

外部衝撃

不法
侵入

３項 １項 ２項１項 ２項

特殊な
設計

臨界

9 11 12 13

１項
３号 ２項

  
11 
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16 20 23

臨界 1 － 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書

閉じ込め 2 － 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書

3 － 1 金属キャスクの除熱に関する説明書 ○

3 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 ○

4 － 1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 ○

4 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 ○ ○

5 － 1 申請設備に係る耐震設計の基本方針

5 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書

5 － 3 金属キャスクの耐震性に関する説明書

5 － 4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書

5 － 5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書

5 － 6 搬送台車の耐震性に関する説明書

5 － 7 波及的影響評価を及ぼすおそれのある施設に関する説明書

5 － 8 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価（その１）

5 － 9 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価（その２）

津波 6 － 1 津波への配慮に関する説明書

7 － 1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の説明書

7 － 2 竜巻への配慮に関する説明書

7 － 3 火山への配慮に関する説明書

7 － 4 外部火災への配慮に関する説明書

火災及び爆発防止 8 火災及び爆発の防止に関する説明書

安全機能 9 安全機能の健全性維持に関する説明書

材料・構造 10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書

搬送設備・受入設備 11 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）に関する説明書 ○ ○

計測制御系統施設 12 計測制御系統施設に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄施設 13 － 1 廃棄物貯蔵室に関する説明書

14 放射線管理施設に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 － 1 エリアモニタリング設備に関する説明書 ○ ○ ○ ○

14 － 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書 ○ ○

14 － 3 放射線サーベイ機器に関する説明書 ○ ○

汚染拡大防止 15 汚染の拡大防止に関する説明書 ○

電気設備 16 － 1 電気設備に関する説明書 ○

通信連絡設備 16 － 2 － 1 通信連絡設備に関する説明書 ○ ○ ○

避難通路 16 － 2 － 2 避難通路等に関する説明書 ○ ○

不法な侵入防止設備 16 － 3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書

換気設備 16 － 4 換気設備に関する説明書

設定根拠 17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○

計算機プログラム 18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 〇 〇

地形図 19 － 1 事業所の概要を明示した地形図

配置図 19 － 2 配置図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

構造図 19 － 3 構造図 ○ ○ ○ ○ ○

系統図及び単線結線図 19 － 4 系統図及び単線結線図 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放射線管理施設

＊4：技術基準規則第18条第1項第2号及び3号
　　　使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容器に詰め替えることなく貯蔵する。

＊6：技術基準規則第22条
　　　技術基準規則第22条（換気設備）は放射線障害防止のための要求である。使用済燃料貯蔵施設は汚染のおそれのない管理区域の設計であるため放射線障害防止のための換気設備は不要
　　　である旨を換気設備に関する説明書に記載する。

＊5：技術基準規則第19条
　　　技術基準規則第19条では放射性廃棄物の廃棄処理施設に対する要求である。使用済燃料貯蔵施設では，放射性廃棄物を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する設計であるため
　　　保管廃棄の説明を廃棄物貯蔵室に関する説明書で記載する。

章番号 名称

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則

21 22 2415

汚染の
防止

遮蔽

１項
３号

１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項
３号

１項
４号

２項

除熱

遮蔽

自然現象

地震

説明項目

表3－2　技術基準規則各条文への適合性を説明する添付書類（2／2）

搬送設備
受入設備

17 18 19

換気設備＊6

予備
電源

通信連絡設備等

除熱

計測制御系統施設 放射線管理施設 廃棄施設＊5

１項
１号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
１号

１項＊4

２号
２項 ３項１項１項＊4

３号
１項
４号

１項
５号

２項
１項
１号

１項
２号

１項
１号

１項
５号

１項 ２項
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○  説明書の変更前，変更後の内容について 
（赤字：修正箇所） 

13  

変更前 変更後 

1. 目的 
本説明書は，リサイクル燃料備蓄センター（以下「施設」という。）を構成する設備のうち申請対象設備の設

計（構造，機能及び性能の仕様）が，技術基準に適合することを説明するものである。 
今回申請では，予備電源の設計が技術基準に適合することを説明する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 技術基準との対応関係の分類について 
 施設を構成する設備について，技術基準との対応関係を分類した。 
（第 3－1 表） 
 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 
基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）を有する設備 
今回申請では，該当するものはない。 
 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇1） 
 損傷等により基本的安全機能に影響を与えるおそれがある設備（例えば受入れ区域天井クレーン） 
今回申請では，該当するものはない。 
 
 

(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分類記号：〇2） 
技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であり，技術基準に適合することを説明するためには，

安全機能の仕様を明確にする必要がある設備 
今回申請では，電気の供給機能の仕様を明確にする必要がある予備電源が該当する。 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分類記号：◇） 
技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であるが，技術基準に適合することを説明するために

は，安全機能の仕様を明確にする必要がない設備（例えば通信連絡設備） 
今回申請では，該当するものはない。 
 

1. 目的 

本説明書は，リサイクル燃料備蓄センター（以下「施設」という。）を構成する設備のうち申請対象設備の設

計（構造，機能及び性能の仕様）が，技術基準に適合することを示すものである。 

今回申請では，予備電源の設計が技術基準に適合することを示す。 

技術基準では，金属キャスクの閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備，放射線を監視する設備及び通信連

絡設備に給電することを求めており，無停電電源装置は各設備に給電する。外部電源喪失時にも無停電電源装

置の蓄電池を利用して給電することで，監視を継続する。無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪

失時には，電源車から給電し，軽油貯蔵タンク（地下式）の軽油を給油することで，72時間の監視を継続する。

仮想的大規模津波（以下「津波」という。）襲来時には，電源車から津波襲来後の活動拠点に給電することで，

代替計測による金属キャスクの監視を継続可能とする。 

 また，電気設備は火災の発生を防止するために可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用し，使用するケー

ブルは難燃ケーブルまたは難燃性ケーブルを使用する。 

2. 技術基準との対応関係の分類について 

 施設を構成する設備のうち設計及び工事の方法として明確にすべき設備・機器等について，「第 3－1 表 施

設と条文の対比一覧表（設工認対象機器の技術基準への適合性に関する整理）」に網羅的に整理し，設備・機器

等が関連する技術基準条項を以下に示す分類の考え方により整理している。 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 

基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）を有する設備 

今回申請では，基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）の基本設計方針及び添付書類を示して

いる。金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋は次回申請する。 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇1） 

 その設備・機器等の損傷等により基本的安全機能を有する設備に影響を与えるおそれがある設備・機器等（例

えば受入れ区域天井クレーン） 

今回申請では，地震，津波及び自然現象等についての基本設計方針並びに添付書類を示している。個別設備

については，次回申請する。 

(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分類記号：〇2） 

技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であり，技術基準に適合することを示すためには，安

全機能の仕様を明確にする必要がある設備 

今回申請では，電気の供給機能の仕様を明確にする必要がある予備電源が該当する。 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分類記号：◇） 

技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であるが，技術基準に適合することを示すためには，

安全機能の仕様を明確にする必要がない設備（例えば通信連絡設備） 

今回申請では，予備電源から給電が必要な負荷までの母線を含む電路となる範囲の電気設備（常用電源設備）

が該当する。 

参 考 
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変更前 変更後 

(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するために必要な関連 設備，機器（分類記号：△） 
 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合のため，間接的に又は関連して必要となる設備（例え

ば金属キャスクの蓋部の圧力に関する計測制御系統施設の技術基準への適合のため，間接的に必要となる予備

電源） 
今回申請では，上記例示の通り，予備電源（技術基準規則第二十三条）が，計測制御系統施設（技術基準規則

第十七条）へ必要な電気を供給する設備として分類される。 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 
技術基準に基づく設備以外のもののうち，使用済燃料貯蔵施設の技術的知見を活用し，施設の更なる信頼性

向上の観点から設置する設備。 
今回申請では，据置発電機（信頼性拡張設備）が該当する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 設備の分類に応じた説明事項について 
 設備と技術基準の関係の分類に応じて，技術基準適合性の説明事項を整理する。 
 
 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 
基本的安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で説明するとともに，技術基準への適合性の説明

に必要な構造，機能，及び性能の仕様を要目表で説明した上で，これらの根拠を添付書類で説明する。（例えば

使用済燃料の臨界防止に関する説明書） 
今回申請では，基本的安全機能を有する設備に該当するものはないため，説明するものはない。 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇１） 
 その損傷等により基本的安全機能に影響が及ばない設計であることを基本設計方針で説明した上で，その影

響評価を設備の重要度に応じて添付書類で説明する。（例えば仮想的大規模津波に対する金属キャスクの影響評

価） 
今回申請では，基本的安全機能に影響を与えるおそれがある設備に該当するものはないため，説明するものは

ない。 

(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するために必要な関連設備，機器（分類記号：△） 

 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合のため，間接的に又は関連して必要となる設備（例

えば仮想的大規模津波後に電源車で電気を供給するために間接的に必要となる軽油貯蔵タンク（地下式）） 

今回申請では，上記例示の通り，仮想的大規模津波後に電源車で電気を供給するために間接的に必要となる軽

油貯蔵タンク（地下式）が必要な設備として分類される。 

 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 

技術基準に基づく設備以外のもののうち，使用済燃料貯蔵施設の技術的知見を活用し，施設の更なる信頼性

向上の観点から設置する設備。 

今回申請では，据置発電機（信頼性拡張設備）が該当する。 

(7) 設備,機器の重要度の分類及び記載（機器グループ） 

設備・機器の重要度について，機器グループ①，②－1，②－2，③と以下のとおり分類し，各設備，機器の重

要度を機器グループとして記載する。 

機器グループ① ：基本的安全機能を担う設備，機器 

機器グループ②－1 ：その他の安全機能を有する設備，機器のうち金属キャスクに影響する設備，機器 

機器グループ②－2 ：その他の安全機能を有する設備，機器うち仕様の特定が必要な設備，機器 

機器グループ③ ：その他の安全機能を有する設備，機器のうち仕様の特定が不要な設備，機器 

(8) 一般産業用工業品の対象設備・機器等 

 今回整理した対象設備・機器等のうち一般産業用工業品に該当する設備・機器等を第 3－1表に記載し，整理

している。 

3. 申請書における条文の適合性について 

 設備と技術基準の関係の分類に応じて，技術基準適合性について整理する。 

また，技術基準各条文と添付書類との対応関係について「第 3－2 表 技術基準規則各条文への適合性を説明

する添付書類」のとおり整理する。 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 

基本的安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準への適合に必要な構造，

機能，及び性能の仕様を要目表で示した上で，これらの根拠を添付書類で説明する。（例えば使用済燃料の臨界

防止に関する説明書） 

今回申請では，基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）について記載している。 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇1） 

 その設備・機器等の損傷等により基本的安全機能を有する設備に影響が及ばない設計であることを基本設計

方針で示した上で，その影響評価を設備の重要度に応じて添付書類で説明する。（例えば仮想的大規模津波に対

する金属キャスクの影響評価） 

今回申請では，地震，津波及び自然現象等について説明している。 

 



15  
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(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分類記号：〇２） 
安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で説明するとともに，技術基準への適合性の説明に必要

な構造，機能，及び性能の仕様を要目表で説明した上で，これらの根拠を添付書類で説明する。 
今回申請では，予備電源の電気の供給機能を確保する設計であることを基本設計方針で説明するとともに，

直接要求される技術基準への適合性の説明に必要な電気の供給に関する機能及び性能の仕様を要目表で説明し

た上で，この仕様の根拠を「電気設備に関する説明書」と「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（電気設

備）」で説明する。また，施設共通で要求される技術基準への適合性の説明に必要な予備電源の火災等の防止に

関する事項については「火災及び爆発の防止に関する説明書」で，安全機能の健全性維持に関する事項につい

ては「安全機能の健全性維持に関する説明書」で説明する。 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分類記号：◇） 
安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で説明するとともに，技術基準への適合性の説明に当た

って必要に応じて，この補足事項を添付書類（例えば通信連絡設備に関する説明書）で説明する。 
今回申請では，該当するものはない。 
 

(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連 設備，機器（分類記号：△） 
 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合性の説明のため，間接的に又は関連して必要となる機

能等の補足事項を基本設計方針や添付書類で説明する。 
今回申請では，計測制御系統施設の技術基準への適合性の説明のため，計測制御系統施設が必要とする消費

電力等の要求仕様を「電気設備に関する説明書」で説明する。 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 
施設の信頼性を低下させないことを説明するため，必要に応じ，設計の補足事項と施設への波及影響評価結

果を添付書類で説明する。 
 今回申請では，自主的に設置する据置発電機の設計の補足事項と，施設への波及影響はないため，説明する

ものはない。 

4. 添付書類と技術基準との対応関係について 

設備の分類に応じた添付書類と技術基準との対応関係については，第 3－2 表のとおり整理される。 
 
５．次回申請に関する説明事項の取り扱いについて 
以下の説明書については，予備電源の設計が技術基準に適合することを説明した書類ではないため，次回申

請書で説明する。 

・ 基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱，被ばくの防止）に関する説明書のうち影響評価 
・ 耐震性に関する説明書のうち，耐震Ｓクラス及びＢクラスの設備に関する説明書 
・ 津波による損傷の防止に関する説明書のうち影響評価 
・ 自然現象等による損傷の防止に関する説明書のうち影響評価 

（「外部火災（電源車の火災）による使用済燃料貯蔵建屋への影響評価」を除く。） 
・ 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書のうちの影響評価 

(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分類記号：〇2） 

安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準への適合に必要な構造，機能

及び性能の仕様を要目表に示した上で，これらの根拠を添付書類で説明する。 

今回申請では，予備電源の電気の供給機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，直接

要求される技術基準への適合に必要な電気の供給に関する機能及び性能の仕様を要目表で示した上で，この仕

様の根拠を「電気設備に関する説明書」と「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（電気設備）」で説明す

る。また，施設共通で要求される技術基準への適合に必要な予備電源の火災等の防止に関する事項については

「火災及び爆発の防止に関する説明書」で，安全機能の健全性維持に関する事項については「安全機能の健全

性維持に関する説明書」で説明する。 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分類記号：◇） 

安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準への適合性を示すに当たって

必要に応じて，この補足事項を添付書類（例えば通信連絡設備に関する説明書）で説明する。 

今回申請では，予備電源から給電が必要な負荷までの母線を含む電路となる範囲の電気設備（常用電源設備）

が該当し，「電気設備の説明書」で説明する。 

(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器（分類記号：△） 

 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合性を示すため，間接的に又は関連して必要となる機

能等の補足事項を基本設計方針や添付書類で示す。 

今回申請では，電気設備の技術基準への適合性を示すため仮想的大規模津波後に電気を供給するために間接

的に必要となる軽油貯蔵タンク（地下式）の要求仕様について「電気設備に関する説明書」で説明する。 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 

施設の信頼性を低下させないことを示すため，必要に応じ，設計の補足事項と施設への波及影響評価結果を

添付書類で説明する。 

 今回申請では，自主的に設置する据置発電機の設計の補足事項と，施設への波及影響はないため，説明する

ものはない。 

 

 

 

4．次回申請に関する説明事項の取り扱いについて 

以下の説明書については，予備電源の設計が技術基準に適合することを示す書類ではないため，次回申請書

で説明する。 

・ 基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱，被ばくの防止）に関する説明書のうち影響評価 

・ 耐震性に関する説明書のうち，耐震Ｓクラス及びＢクラスの設備に関する説明書 

・ 津波による損傷の防止に関する説明書のうち影響評価 

・ 自然現象等による損傷の防止に関する説明書のうち影響評価 

（「外部火災（電源車の火災）による使用済燃料貯蔵建屋への影響評価」を除く。） 

・ 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書のうちの影響評価 
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・ 搬送設備及び受入設備に関する説明書 
・ 計測制御系統施設に関する説明書 
・ 放射線管理施設に関する説明書 
・ その他設備に関する説明書のうち電気設備を除く設備に関する説明書 
・ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書のうち，電気設備を除く設備に関する説明書 
・ 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 
・ 図面のうち電気設備を除く設備に関する配置図，構造図及び系統図 
 

 

・ 搬送設備及び受入設備に関する説明書 

・ 計測制御系統施設に関する説明書 

・ 放射線管理施設に関する説明書 

・ その他設備に関する説明書のうち電気設備を除く設備に関する説明書 

・ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書のうち，電気設備を除く設備に関する説明書 

・ 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 

・ 図面のうち電気設備を除く設備に関する配置図，構造図及び系統図 

 
 

 


